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大阪市

地域移行推進の取組みから

地域包括ケアシステムへ

平成28年度 第２回 精神障害者の地域移行担当者等会議「事前課題」シート

大阪市では、平成14年11月よりモデル事業として「精神障がい者地域生活移行事業」に
取り組み、平成15年に国庫補助事業として本格実施となりました。平成24年度の改正障害
者自立支援法により、地域相談の地域移行・地域定着支援として個別給付となり、平成25年
度より地域移行支援の相談窓口を区保健福祉センター精神保健福祉相談員とし、こころの健
康センターが技術支援を行ない継続実施しています。
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大阪市

（24区）

大阪市

取組内容

【人材育成の取り組み】

・ピアサポーター養成講座、交流会の実施

・関係機関職員への研修

【精神障がい者の地域移行の取り組み】

・ピアサポーターによる啓発講座（地域交流会）

・精神科病院への啓発

・地域移行推進のため事業所や関係部署とのワーキング実施

※H２９年１月時点

障害保健福祉圏域数
（H28年12月末）

1カ所

市町村数（H28年12月末） １(市)

人口（H27年10月1日国勢調査） 2,691,742人

精神科病院の数（H27年6月末） 6病院

精神科病床数 （H27年6月末） 231床

入院精神障害者数
（H27年6月末）

3か月未満：1,008人（25.2％）

３か月以上１年未満：631人（15.8％）

１年以上：2,350人（58.9％）

うち65歳未満：1,290人

うち65歳以上：1,060人

退院率（H28年6月末）

入院後３か月時点：61.4％

入院後６か月時点：83.7％

入院後１年時点：91.0%

相談支援事業所数
（H28年12月末）

基幹相談支援センター：1

一般相談事業所数：130

特定相談事業所数：270

障害福祉サービスの利用状況
（H28年12月末）

地域移行支援サービス：33人

地域定着支援サービス：96人

保健所（H28年12月末） 1カ所

（自立支援）協議会の開催頻度
（H24年より実施）

（専門部会実施せず）０回／年

精神障害にも対応した地域包括ケア
システムの構築に向けた保健・医
療・福祉関係者による協議の場の有
無と数

都道府県 有・無 ○カ所

障害保健福祉圏域 有・無 ○カ所

市町村 有・無 １カ所

精神保健福祉審議会
（H27年3月末）

1回／年、委員数15人

基本情報
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１１ 大阪市の基礎情報大阪市の基礎情報
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

大阪市

本人・家族

こころの健康センター
区保健福祉センター

精神科病院

市関係部署

地域包括支援センター

介護、高齢

区障がい者相談支援
センター
地域活動支援センター

家族教室

ピア活動

精神科診療所
訪問看護・デイケア

地域援助事業所

福祉サービスの
利用援助・相談

福祉サービス
の提供

医療の継続

都
道
府
県

連携

相談
社会復帰支援
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大阪市

関係機関の役割

市町村ごとの保
健・医療・福祉
関係者による協
議の場

協議体の名称
設置根拠

（大阪市の場合）
大阪市精神障がい者地域生活移行支援事業検討会議

協議の内容
• 関係機関の情報交換、情報共有
• ピアサポーター普及啓発
• 退院意欲の喚起についての課題

協議の結果としての
成果

• 大阪市精神障がい者地域生活移行支援事業検討会議におけるワーキンググルー
プ会議にて、引き続き検討

障害保健福祉
圏域ごとの保
健・医療・福祉
関係者による協
議の場

協議体の名称
設置根拠 （○○圏域の場合）

協議の内容

協議の結果としての
成果

都道府県ごとの
保健・医療・福
祉関係者による
協議の場

協議体の名称
設置根拠

協議の内容

協議の結果としての
成果

３３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組む市・圏域精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に取り組む市・圏域
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大阪市

４４ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

平成１４年度 大阪市精神障がい者地域生活移行支援事業開始
精神科病院からの推薦があり退院を希望する精神障がい者に対して、こころの健康センター
が実施する選定会議で対象者を決定し自立支援員（大阪市が委嘱した精神障がい者地域生活
支援センター）が退院促進を支援する。

平成１５年度 精神障がい者退院促進事業が国庫補助になる。

平成２０年度 精神障がい者地域移行支援特別対策事業により

平成２５年度 障害者総合支援法制定により
・精神科病院からの相談窓口を区精神保健福祉相談員とし現行体制に変更
・こころの健康センターが区精神保健福祉相談員への技術支援、ピアサポーターの養成、
ピアサポーター活動の拡充、精神科病院への啓発を実施する。

取 り 組 み 役 割 主 体

地域体制整備コーディネーターの配置
・入院者の退院意欲の醸成等の働きかけ
・精神科病院との連携
・地域の支援機関との関係構築

こころの健康センター

ピアサポート事業
・ピアサポーターの養成
・ピアサポーターによる入院者への情報提供

事業所委託

体験宿泊事業
・退院促進支援利用者が退院にむけて地域の
GH等で宿泊体験を行う 事業所委託



6

１．精神障がい者を支援する専門機関や事業所など社会資源がある。
２．身近な区役所で家族支援や精神障がい者の医療相談や社会復帰を行っている。

大阪市

特徴（強み）

５５ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組における強みと課題精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組における強みと課題

１．退院に向けた意欲の喚起（ピアサポーターによる病院啓発を新たに２病院追加し計１６回実施。）

２．安定した地域生活の基盤づくり（ピアサポーター養成講座の開催や相談窓口への技術支援）
３．関係機関との更なる連携（大阪市精神障がい者地域生活移行支援事業検討会議・大阪市精神障がい者地域生活
移行支援事業検討会議におけるワーキンググループ会議実施）

１．大阪市、精神科医療機関、地域包括支援センター、地域援助事業者が支援体制を協議する場がない。
２．高齢の長期入院者が多く、地域包括支援センターとの連携が必要である。
３．精神科病院が遠方であり連携がとりにくい。

課題

指標の推移 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

１年以上の精神科病院在院患者数 （各年6月30日現在） （人） ４２６９ ２３７９ ２３５０

地域移行支援利用者数（各年度３月末月時点）（人） ２４ １８ １１

ピアサポーターの養成者数※（実人数）（人）
※ピアサポーターの養成を目的とした取組を実施している場合

１０ １２ １０

ピアサポーターの活動者数（実人数）（人） １２ １３ ９

平成２８年度の目標と達成状況の方向性（暫定評価）

６
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大阪市

時期（月） 実施内容 担当

４月～３月

４月～３月
９月
６月～１月
１１月

８月、３月
６月～３月

退院に向けた意欲の喚起
・ピアサポーターによる院内啓発、グループ面接
・精神科病院の職員に対する研修実施

安定した地域生活の基盤づくり
・相談窓口への研修、技術支援
・関係機関職員への研修
・ピアサポーターの養成講座（８回）ピアサポーター交流会（４回）
・ピアサポーターによる市民啓発
・地域包括支援センターとの連携

地域包括ケアシステムの構築にむけた会議
・地域移行推進に関する検討会議
・地域移行推進のため事業所や関係部署とのワーキング実施
・大阪府、堺市との連携

こころの健康センター
ピアサポーター
事業所

こころの健康センター
ピアサポーター
事業所

こころの健康センター
地域移行推進関係部署

６６
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
平成２９年度の取組スケジュール
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
平成２９年度の取組スケジュール

１．退院に向けた意欲の喚起
２．安定した地域生活の基盤づくり
３．関係機関との更なる連携

平成２９年度の目標（案）
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